
入札公告 

 

次のとおり総合評価一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、公益社団法

人香川県観光協会定款第41条及び公益社団法人香川県観光協会財務規程第28条の規

定に基づき公告する。 

 

令和８年５月８日 

公益社団法人香川県観光協会 会長 三矢昌洋 

 

１ 入札に付する事項 

（１）委託業務名 

香川県公式観光サイト開発業務 

（２）委託業務の内容 

香川県公式観光サイト開発業務仕様書（以下「仕様書」という。）による 

（３）委託業務の実施場所 

仕様書による 

（４）委託期間 

契約締結日から令和９年３月31日（水）まで 

（５）入札方法 

   紙入札。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。  

 

２ 契約書作成の要否 

 要 

 

３ 契約の内容を示す日時及び場所等（入札説明書の交付等） 

（１）入札説明書等を交付する場所 

郵便番号 760-8570 

香川県高松市番町四丁目１番10号 

公益社団法人香川県観光協会 担当：石原、青野 

電話番号：087-832-3379 

Ｆ Ａ Ｘ：087-835-5210 

（２）入札説明書等を交付する日時 

令和８年５月８日（金）から令和８年５月18日（月）まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」

という。）を除く。）の午前８時30分から午後５時15分まで。 

なお、入札説明書等の交付を希望する者は、「入札説明書等交付申請書」（様式

１）を提出すること。電子メールによる入札説明書等の申請も可とする。（送信後

必ず電話で着信の確認を取ること。） 

入札説明書等交付申請書の送付先：kankyo-hp@21kagawa.com 



４ 契約の内容に関する質問の受付 

契約の内容に関する質問がある場合は、令和８年５月18日（月）午後５時15分ま

でに３に示した場所に対し文書（様式任意）で行うこと。（文書はＦＡＸまたはE-

mailによる送付も可とする。） 

回答は、令和８年５月22日（金）午後５時15分までに、入札説明書等交付申請書

を提出したすべての者に対してＦＡＸまたはE-mailにより、文書で回答する。 

 

５ 入札書（様式４）提出場所及び開札を行う日時 

（１） 入札書提出場所  ３（１）に同じ 

（２） 入札書提出期限  令和８年６月12日（金） 午後５時00分まで 

（３） 開札日時     令和８年６月12日（金） 午後５時05分 

 

６ 郵便又は民間事業所による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２ 

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便

事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）による入札の

可否 

可とする。※詳細は入札説明書のとおり 

 

７ 入札者の参加資格 

委託事業を適確に遂行する能力を有する法人・団体で、次に掲げる要件をすべて

満たす者。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人・団体、暴力団若

しくは暴力団員の統制の下にある法人・団体は、委託事業の対象者とはしないもの

とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者 

であること。 

（２） 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止の措置を現に受け 

ていない者であること。 

（３） 入札説明書の交付を受けた者であること。 

（４） 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再 

生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者で 

ないこと。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者 

（５） 令和3年度以降に人口100万人規模の自治体観光サイトの構築業務の委託契

約を締結し、契約を適正に履行した者であること。 

（６） 香川県公式観光サイトの開発業務について、確実に履行する能力があるこ 

とを証明した者であること。 

 

８ 入札者に要求される事項 

（１） 入札に参加を希望する者は、以下のとおり、指定された書類を提出期限まで

に、３（１）に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

 

 

 



（２） 入札参加資格確認資料 

ア 提出書類 

     ① 入札参加資格確認申請書（様式２） 

② 応募者の概要がわかる書類（様式任意）  

     ※ 会社案内、パンフレット等によることでも可 

    ③ 誓約書(様式３) 

④ 令和３年度以降に人口 100 万人規模の自治体観光サイトの開発業務を受 

注した実績が確認できる契約書の写し。 

⑤ 香川県税（すべての税目）に滞納のない旨の証明書及び法人税、消費税 

及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書  

    ※1 入札参加資格確認資料提出期日前３ヶ月以内の日付のものに限る。 

（写しでも可。） 

    ※2 法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書は、税 

務署の納税証明書による場合、納税証明書（その３の３「法人税」及び 

「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書用）を提出 

する。 

※3  所在地が香川県外の者であっても「香川県税（すべての税目）に滞納 

のない旨の証明書」の提出は必要であるため十分に留意すること。 

⑥ 決算状況を明らかにする書類（直近３事業年度分）  

       ⑦ 登記事項証明書  

     ※ 参加資格確認申請書提出期日前３ヶ月以内の日付のものに限る。 

（写しでも可。） 

イ 提出部数 

１部 

ウ 提出期限 

令和８年５月 27 日（水）午後５時 15 分 

 

（３）企画提案書等 

ア 提出書類 

①企画提案書 

②サンプル作品 

③別添資料（人員体制表、業務工程表） 

※詳細は企画提案書作成要領のとおり 

イ 提出部数 

８部（１部は提案者名を記載したもの、残り７部は提案者名を記載せず、文 

中にも提案者名を記載しないよう注意すること） 

ウ 提出期限 

      令和８年６月 10 日（水）午後５時 15 分 

 

９ 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履

行しなかった者のした入札は無効とする。 

 

 

 



10 入札又は開札の取消しまたは延期による損害 

天災、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等によ

り競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、

入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。この場合、入札又は開札の取

消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 

 

11 総合評価による落札者の決定方法 

入札書に記載された業務の入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、

入札価格に係る評価点（以下「価格評価点」という。）と入札価格以外の要素に係る

評価点（以下「技術評価点」という。）を合計して得た数値が最も高い入札者（以下

「最も有利な入札者」という。）を落札者とする。 

この場合において、最も有利な入札者が２人以上あるときは、当該入札者にくじ 

を引かせて落札者を決定する。なお、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引 

かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを 

引かせ落札者を決定する。 

 

12 価格評価点 

価格評価点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じた値に、価格評 

価点の配分得点を乗じて得た数値を（小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位止 

めとする。）とする。 

入札価格については、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当 

する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額 

を切り捨てるものとする。）をもって入札価格とするので、入札者は、消費税及び地 

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約 

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

価格評価点＝（１－入札価格／予定価格）×価格評価点の配分得点 

 

13 技術評価点 

技術評価点は、「香川県公式観光サイト開発業務審査要領」（以下「審査要領」と 

いう。）に基づき、審査要領に記載する評価項目毎に評価を行い、各評価項目の得点 

を合計して得た数値とする。 

 

14 技術評価点の評価方法 

（１）プレゼンテーションにおいて、審査要領に基づき基礎点を与え、１項目でも 

満たしていない場合、その時点で失格とする。提案内容に応じて評価基準に示 

す点数の範囲内で加点する。 

（２）（１）の評価は、協会が設置した審査会において審査する。 

（３）技術評価点は、選定委員会各構成員の採点の平均点をもってその得点とする。 

 

 

 

 

 

 

 



15 価格評価点と技術評価点の配分得点 

価格評価点と技術評価点の配分得点は次のとおりとする。なお、価格評価点と 

技術評価点の得点の配分については、価格評価点：技術評価点＝１：１とする。 

 

区分 価格評価点の配分得点 技術評価点の配分得点 合計 

配分 １００点 １００点 ２００点 

 

16 予約完結権の譲渡 

落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡し

てはならない。 


